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抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における
中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

令和6年3月に策定した「砂川市病院事業経営強化プラン」では、経営形態の方向性として、「当院は現在の経営形態であ
る地方公営企業法全部適用を前提として、救急・感染症・小児医療など多くの政策医療を担い、幅広い疾患に対して効率
的な医療を提供しつつ、一定の経営改善を進めてきました。現時点においては、経営状況を含め経営形態の見直しを行
わなければならない状況ではないと判断していることから、現在の経営形態を継続します。 」としています。
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公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和6年3月31日時点）
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現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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